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第１  計画策定の意義 

１ 背景及び趣旨 

 (1) 健康と長寿は国民誰しもの願いである。本市においても老人保健法に基づき「高

齢者保健福祉計画」を策定し、基本健康診査等の受診を促進するとともに、「健康

たかつき２１」と連携を図り、健康教育や健康相談などに取り組んできたところで

ある。 

   国においては、急速な少子高齢化や経済の低成長への移行、国民生活や意識の変

化など大きな環境変化の中、国民医療費の増大に適切に対処する観点からも、これ

まで以上に、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとしている。具体的

には、内臓脂肪型肥満に着目したメタボリックシンドロームの概念を導入し、国民

の運動、食生活、喫煙面での健全な生活習慣の形成に向けて、国民や関係者の「予

防」の重要性に対する理解の促進を図る国民運動を展開することとされた。 

 

 (2) 生活習慣病の多くは、不健全な生活の積み重ねによって内臓脂肪が蓄積し（内臓

型肥満）、これが原因となって引き起こされるものであるが、言い換えれば、個人が

日常生活の中で適度な運動、バランスの取れた食事、禁煙実行等を行うことによっ

て予防可能なものである。したがって、運動習慣の定着、食生活の改善、禁煙を柱

とする「生活習慣病予防」等の取組みを、食育とも連携しながら地域、職域等にお

いて活発に実施することにより、健やかな生活習慣が快適であることを一人ひとり

が実感し、国民の生活文化として定着することを目指す必要がある。 

 

  (3) 今回の医療制度を将来にわたり持続可能なものとすることを目的とする国の制度

改正に伴い、平成２０年度から生活習慣病の予防については、医療保険の運営主体

である保険者の役割が明確化され、被保険者に対する効果的、効率的な健診（特定

健康診査）・保健指導（特定保健指導）の実施が義務付けられた。これにより、本市

が老人保健事業で実施してきた満４０歳以上を対象とする基本健康診査やその結果

説明及び要指導者への保健指導などは、「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号。以下「高確法」という。）」に基づく特定健康診査及び特定

保健指導に移行することとなる。（国民健康保険の被保険者でない４０歳以上の市

民については、各人が加入する医療保険において実施される。）また、特定健康診

査等の具体的な実施方法や、特定健康診査等の実施及びその成果に関する目標等を、

５年ごとに５年を一期とする「特定健康診査等の実施に関する計画（以下「特定健

康診査等実施計画」という。）」により定めるものとされた。 
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  (4) 本市では、これらの趣旨を踏まえ、国民健康保険の保険者として本計画を策定し、

メタボリックシンドロームに着目した健診等を計画的に実施することとする。 

 

２ 本計画の法的位置付け 

今回、医療保険者による健診及び保健指導の充実を図る観点から、保険者（高確

法第７条第２項に規定するものをいう。以下同じ。）は、高確法に基づき被保険者

に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査及び健康診査の結果により健康の

保持に努める必要がある者に対する保健指導を実施することとされたが、本計画は、

高確法第１９条で規定されている保険者が、厚生労働大臣の定める「特定健康診査

等基本指針」に即して特定健康診査等の実施に関して定める計画として策定する。 

また、この計画の実施に当たっては、健康増進法に規定する健康増進計画として

策定した「健康たかつき２１」や「第４次高槻市総合計画」などとも調和を図り、

連携して推進していく。 

 

３ 基本理念 

 (1) 被保険者の生活の質（ＱＯＬ）の維持及び向上を図る 

ア 健康は、それ自身を生活の目標とするべきものではなく、ＱＯＬを維持するた

めの一つの資源である。人は一つの生活習慣病を有することによって、食事や行

動の制限、あるいは服薬の開始等により、ＱＯＬの低下を招く。 

イ 近年、わが国で増加傾向にある肥満者の多くが糖尿病、高血圧、高脂血症等の

危険因子を複数併せ持ち、危険因子が重なるほど、虚血性心疾患や脳卒中等を発

症する危険が増大することが明らかとなってきた。これは内臓脂肪型肥満を共通

の要因としており、内臓脂肪を減少させることで、それらの発症リスクの低減が

図られるという考え方を基本としている。 

ウ このため、今後の健診・保健指導は、メタボリックシンドロームの該当者・予

備群を減少させることにより、被保険者のＱＯＬの維持及び向上を図る。そのた

め、その対象者を的確に抽出することを最優先させる。 

 

  (2) 被保険者一人ひとりが健康づくりの主役である 

ア 被保険者の健康を保持・増進していくためには、被保険者一人ひとりが健康づ

くりに向け、主体的（積極的）に取り組んでいくことが重要である。 

イ 保険者は、このような被保険者の自発的な取組みに対し、必要な情報提供と、

保険者として支援していくための諸条件の整備を行う。 
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ウ また、これまでのように、専門家から健康についての指導を受けるという一方

的な方法ではなく、専門家からのアドバイスにより生活習慣の改善をなしとげた

市民自身が指導者となり、地域において、あらゆる機会を活用しながら健康の大

切さや快適さ等を他の人に伝えていくことで、地域全体の健康意識の向上が図ら

れることが期待される。 

エ これらの取組みを推進するため、健康に関するボランティア等の人材づくりな

どに努める。 

 

  (3) 被保険者の立場に立った、効果的な健診・保健指導の手法の検討 

ア 介護保険法に基づく生活機能評価についても、効率的に受診していただけるよ

う、関係課との連携のもと、健診手法の工夫に努める。 

イ また、特定保健指導の実施に当たっては、健診結果を的確に分析した上で、対

象者の抽出及び必要度に応じた保健指導が適切になされなければならない。この

ため、保健師等の必要な人材の確保に努めるとともに、実施者の指導技術の向上

に努めていく。 

 

  (4) 個人情報の保護 

   ア 医療分野における個人情報の取扱いについては、その性質や利用方法等から、

特に厳格な実施を確保する必要がある分野とされている。 

イ このようなことから、健診データや保健指導記録の管理に当たっては、個人情

報保護法や高槻市個人情報保護条例等に基づき、特に慎重に取り扱う。 

ウ また、特定保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、保健指

導対象者が安心して、ご自身のことを話すことができるような環境を整える。 

 

４ 計画期間 

    本計画の期間は、平成２０年度から平成２４年度までの５年間とする。 
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第２ 数値から見る現状及び課題 

１ 国民健康保険被保険者による基本健康診査等の受診状況 

  (1) 改正前の老人保健法に基づく平成１７年度における４０歳から７４歳までの国民

健康保険被保険者の基本健康診査の受診者数及び受診率は、次の表のとおりで、全

体では約２２％であった。全般的に受診率が低い中、特に４０歳台、５０歳台の男

性における受診率が低い等の状況がうかがえる。 

 

    （性・年代別受診者数及び受診率）    （平成１７年度決算） 

年 齢 男性 女性 全体 

４０～４９ 
２４４人 

（６．５％） 

４２４人 

（１１．４％） 

６６８人 

（８．９％） 

５０～５９ 

５３１人 

（９．４％） 

１，７３８人 

（２１．８％） 

２，２６９人 

（１６．７％） 

６０～６９ 
２，９２１人 

（２０．２％） 

５，４１６人 

（３０．６％） 

８，３３７人 

（２５．９％） 

７０～７４ 
１，６５９人 

（２３．２％） 

２，０６６人 

（２５．５％） 

３，７２５人 

（２４．４％） 

再掲４０～７４ 
５，３５５人 

（１７．３％） 

９，６４４人 

（２５．７％） 

１４，９９９人 

（２１．９％） 

※ 各受診率は、それぞれの年代ごとの国民健康保険被保険者総数に占め 

る受診者の割合 

※ ４０歳から７４歳までの国民健康保険被保険者総数：６８，５４３人 

 

  (2) 平成１７年度における４０歳から７４歳までの国民健康保険被保険者の人間ドッ

ク受診者数は、１，０９７人であった。 

 

２ 診療報酬請求書（レセプト）等から見る疾病及び受診状況 

 (1) 特定健康診査等基本指針から見る傾向 

ア 国民の受療の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に

増加し、次に７５歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇して

いる。 
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イ これを個人に置き換えてみると、食べ過ぎや運動不足等の不健康な生活習慣が、

やがて糖尿病、高血圧症、高脂血症、肥満症等（以下「糖尿病等」という。）の

生活習慣病の発症を招いて外来通院及び投薬が始まり、その後こうした疾患が重

症化して、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至るという構造が浮かんでくる。 

ウ このようなことから、生活習慣の改善により、若い時からの生活習慣病の予防

対策を進め、高齢期を迎えてからも糖尿病等を発症しない境界域の段階で留める

ことが、健康を維持する上で重要である。 

 

  (2) 改正前の老人保健法による基本健康診査の受診結果から見る傾向 

ア 平成１５年度から平成１７年度までの基本健康診査の結果によると、高脂血症

の有所見率が受診者の約６割を占め最も高く、続いて高血圧、肥満となっている。 

イ 年次傾向で見ると、次の表のとおり高血圧の有所見者は減少してきているもの

の、糖尿病は増加傾向にある。 

 

 ＜要指導・要医療者の疾患判定別人数＞ 

疾患名 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 

高血圧 
９，６０３人 

（３４．４％） 

９，７３４人 

（３２．８％） 

９，４２０人 

（３０．４％） 

高脂血症 

１６，６８９人 

（５９．９％） 

１７，４４９人 

（５８．８％） 

１８，４６２人 

（５９．６％） 

糖尿病 
２，０５４人 

（７．４％） 

２，３２８人 

（７．８％） 

２，４８６人 

（８．０％） 

肥満 
３，１１５人 

（１１．２％） 

６，０３７人 

（２０．３％） 

６，２５０人 

（２０．２％） 

受診者数 ２７，８８２人 ２９，６８３人 ３０，９６７人 

※ カッコ内は基本健康診査受診者数に占める割合（疾患重複あり） 

※ 平成１６年度から肥満の判定基準を変更 

 

 (3) 国民健康保険のレセプトから見る傾向 

ア 平成１８年５月診療分のレセプトから傷病別の受療状況を分析すると、糖尿病

は８，０７９件（治療件数に占める割合１７．０％）、高血圧は１６，０７６件

（同３３．９％）、高脂血症は１２，１７６件（同２５．７％）であった。 
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イ 平成１７年３月から平成１８年２月までの間に人工透析を行っている被保険者

のレセプトを分析すると、延べ２０６名（全体の０．２％）で年間約１０億３千

万円（全体の４．０％）、１人当たり約５６０万円の医療費を要している。 

ウ 平成１８年３月から平成１８年８月までの２００万円以上の高額レセプトを分

析すると、全体で１５０件、医療費約４億３千万円のうち、虚血性心疾患や脳卒

中等に係るものが６３件、約２億円であった。これは、２００万円以上の医療費

全体の４８％を占めており、その内基礎疾患で高血圧が５９％、糖尿病が２７％、

高脂血症が１７％を占めている。 

 

第３ 基本的考え方 

１ 特定健康診査 

 (1) 糖尿病等の生活習慣病の多くは、内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）に起因する

ものであり、肥満に加え、高血糖、高血圧等の状態が重複した場合には、虚血性心

疾患、脳卒中等の発症リスクが高くなる。このため、内臓脂肪症候群（メタボリッ

クシンド口ーム）の概念に基づき、その該当者及び予備群に対し、運動習慣の定着

やバランスのとれた食生活などの生活習慣の改善を行うことにより、糖尿病等の生

活習慣病や、これが重症化した虚血性心疾患、脳卒中等の発症リスクの低減を図る

ことが可能となる。 

 

 (2) 特定健康診査は、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的と

して、メタボリックシンドロームに着目し、この該当者及び予備群を減少させるた

めの特定保健指導を必要とする者を、的確に抽出するために行う。 

 

２ 特定保健指導 

   特定保健指導は、メタボリックシンドロームに着目し、その要因となっている生

活習慣を改善するための保健指導を行うことにより、対象者が自らの生活習慣にお

ける課題を認識して行動変容と自己管理を行うとともに、健康的な生活を維持する

ことを通じて、糖尿病等の生活習慣病を予防することを目的として実施する。  

 

３ 特定健康診査等の実施における個人情報の保護 

特定健康診査等の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）及び同法に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１６年１２月２４日医政発
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第１２２４００１号・薬食発第１２２４００２号・老発第１２２４００２号厚生労

働省医政局長通知・医薬食品局長通知・老健局長通知）、「健康保険組合等におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」 （平成１６年１２月２７日保発

第１２２７００１号厚生労働省保険局長通知）等）等に関する役員・職員の義務（デ

ータの正確性の確保、漏洩防止措置、従業者の監督、委託先の監督）や、高槻市個

人情報保護条例等に基づき、個人情報の漏洩防止に細心の注意を払う。 

 

第４ 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項 

１ 特定健康診査等の実施に係る目標 

 (1) 各年度における特定健康診査、特定保健指導の実施率 

平成２０年度から平成２４年度までにおける各年度の特定健康診査、特定保健指

導の実施率の目標値は次のとおりとする。 

 

※ 各年度の目標値                 （単位：パーセント） 

項   目 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

特定健康診査の実施率 ３５ ４３ ５１ ５９ ６５ 

特定保健指導の実施率 １５ ２３ ３１ ３９ ４５ 

 

 (2) 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

平成２４年度における平成２０年度と比較したメタボリックシンドロームの該

当者及び予備群の減少率の目標値は、１０パーセントとする。 

 

２ 特定健康診査等の対象者数に関する事項 

   特定健康診査等に係る対象者数の見込みは、別添資料のとおりとする。 

 

３ 特定健康診査等の実施方法に関する事項 

 (1) 実施場所 

ア 特定健診 

 (ｱ) 高槻市立総合保健福祉センター等 

 (ｲ) その他委託契約に基づき市が指定する医療機関等 

イ 特定保健指導 

 (ｱ) 高槻市立総合保健福祉センター等 
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 (ｲ) 高槻市水道庁舎 

 (ｳ) その他委託契約に基づき市が指定する医療機関等 

 

 (2) 特定健康診査の実施項目 

特定健康診査の実施項目については、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関

する基準（平成１９年厚生労働省令第１５７号）第１条に規定する項目及び保険者

が必要と認める項目とする。 

 

  (3) 特定保健指導における「動機付け支援」の実施方法 

ア 初回面接は原則１回とし、個別又は８名以下の集団で実施する。 

初回面接の内容は、生活習慣の改善に必要な実践的なものとし、対象者の行動

目標や評価時期の設定を支援するものとする。 

イ ６ヶ月後の評価の手段は、面接、あるいは通信（電話、ＦＡＸ等）とする。 

６ヶ月後の評価は、設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や

生活習慣に変化が見られたかについて行う。 

ウ 支援終了後も確立された行動を継続してもらうために、種々の施設等の社会資

源を紹介する。 

 

  (4) 特定保健指導における「積極的支援」の実施方法 

   ア 初回面接は、個別又は８名以下の集団で実施する。 

初回面接の内容は、生活習慣の改善に必要な実践的なものとし、対象者の行動

目標や評価時期の設定を支援するものとする。 

イ 初回面接後３ヶ月以上の継続的な支援は、面接、あるいは通信（電話、ＦＡＸ

等）により、支援Ａ（積極的関与タイプ）と支援Ｂ（励ましタイプ）を組み合わ

せて、実施する。 

ウ 中間評価は、初回面接から概ね３ヶ月後に実施する。中間評価の内容は、行動

目標の実施状況の確認について行う。また、必要に応じて計画の設定や見直しに

ついても行う。 

エ 最終評価は、６ヶ月後に実施し、設定した個人の行動目標が達成されているか

身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて行う。 

オ 支援終了後も確立された行動を継続してもらうために、種々の施設等の社会資

源を紹介する。 
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(5) 特定保健指導の対象者 

ア 高確法第１８条第１項に規定する特定健康診査の結果により、健康の保持に努

める必要がある者は、腹囲が８５ｃｍ以上である男性若しくは腹囲が９０ｃｍ以

上である女性又は腹囲が８５ｃｍ未満である男性若しくは腹囲が９０ｃｍ未満で

ある女性であってＢＭＩが２５以上の者のうち、次の(ｱ)から(ｳ)までのいずれか

に該当する者（糖尿病、高血圧症又は高脂血症の治療に係る薬剤を服用している

者を除く。）とする。 

 (ｱ) 血糖検査の結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者 

 (ｲ) 中性脂肪の量又はＨＤＬコレステロールの量が厚生労働大臣が定める基準に

該当する者 

 (ｳ) 血圧の測定結果が厚生労働大臣が定める基準に該当する者 

   

  (6) 実施時期（期間） 

ア 特定健康診査については、５月から３月までの間で実施する。 

イ 特定保健指導については、原則６ヶ月間にわたって実施する。 

 

  (7) 外部委託の有無、外部委託契約の契約形態、外務委託者の選定に当たっての考え

方 

ア 外部委託の実施 

特定健康診査、特定保健指導の実施に当たっては、できる限り多くの対象者に

確実に実施できるよう、外部委託を実施する。 

イ 外部委託契約の契約形態 

集合契約又は個別契約により実施する。 

ウ 外部委託者を選定するに当たっての考え方 

外部委託者を選定するに当たっては、特定健康診査及び特定保健指導の実施に

関する基準第１６条第１項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者（平成２０年

厚生労働省告示第１１号）に定める基準を遵守しているかどうか、また、健診、

保健指導の質が安定的に確保できるかどうかの審査を慎重に行う。 

 

  (8) 周知や案内の方法 

ア 特定健康診査は、５月から３月までの間に実施するため、受診券については、

４月末までに届くよう郵送する。その際誕生月における受診（４月生まれの人は

５月）を促すことにより、受診者の分散化を図る。 
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イ 特定保健指導利用券については、高槻市が健診結果を受け取った後、速やかに

特定保健指導対象者に対し郵送する。 

ウ 特定健康診査の受診又は特定保健指導の利用に当たっては、原則受診券又は特

定保健指導利用券と併せて国民健康保険証を持参することとする。 

エ 受診券及び特定保健指導利用券の様式は、別添(巻末)のとおりとする。 

 

  (9) 受診率向上のための取組み 

   ア 広報周知の充実 

     ポスター、ホームページ、広報紙等の広報媒体を活用するとともに、さまざま

な事業実施の機会を通じて、ＰＲ活動に努める。 

   イ 地域との連携 

     地域のグループ活動等を通じて、制度の周知に努める。 

   ウ 受診機会の確保 

     夜間、休日健診及び地域巡間（循環）型の集団健診等により受診機会の確保に

努める。 

   エ 受診案内の徹底 

     地域巡回（循環）型の集団健診にあわせて周辺に在住している被保険者に個別

案内通知を送付するなど受診案内を徹底し、受診意欲の向上に努める。 

   オ 未受診者対策 

     年度途中に受診勧奨通知を送付することにより、受診に対する意識を向上させ、

受診率確保に努める。 

 

  (10) 労働安全衛生法に基づく事業者健診によるデータの収集方法 

事業主健診を受けたと思われる被保険者又は事業主健診を実施したと思われる事

業主に対して、通知を送り健康診断に関する記録を収集する。 

 

４ 個人情報の保護に関する事項 

 (1) 代行機関 

特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第１０条第２項の規定に基づき、高

槻市と健診・保健指導機関との間に立ち、実施における費用の決済や、健診機関等から送

付された健診・保健指導結果データの管理に関する事務処理等を行うための業務を、大阪

府国民健康保険団体連合会に委託する。 
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 (2) 個人情報保護対策 

ア 本市で管理する個人情報については、端末機器の操作に当たり、ユーザーＩＤ

やパスワードにより操作者を限定するとともに、個人情報に係る帳票類は施錠可

能なロッカーに保存する等、情報の漏洩がないよう厳重に管理する。 

イ 外部委託を行った事業者に対しては、情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等

を契約時に求めるとともに、契約遵守状況を厳重に管理する。また、事業者に健

診結果や保健指導結果を保存させる際には、「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」を遵守させる。 

 

５ 特定健康診査等実施計画の公表及び周知に関する事項 

この計画の概要をホームページ上で公表するとともに、広報紙等にも掲載し、内

容の周知を図る。 

 

６ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直しに関する事項 

 (1) 被保険者全体についての評価 

特定健康診査の受診率 

算定式 
当該年度中に実施した特定健診の受診者数（他者実施の健診でそのﾃﾞｰﾀを保管しているも

のも含む） 

当該年度末における 40歳から 74歳までの被保険者数及び被扶養者数 

 

特定保健指導の実施率 

算定式 
当該年度の動機付け支援利用者数＋当該年度の積極的支援利用者数 

当該年度の健診受診者のうち、階層化により動機付け支援の対象者とされた者の数及び積

極的支援の対象者とされた者の数 

 

メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率 

算定式 
当該年度の健診ﾃﾞｰﾀにおける該当者及び予備群の率 

基準年度の健診ﾃﾞｰﾀにおける該当者及び予備群の率 

 

 (2) 特定健康診査等実施計画の見直し 

ア 厚生労働大臣の定める「特定健康診査等基本指針」や関連法令等の変更があっ

た場合など、必要に応じ本計画の内容について見直しを行う。 

イ 第４－１に定める数値目標の達成状況と事業実施状況については、計画中間年

度（平成２２年度）に検証を行い、必要な場合は、本計画の内容についても見直

しを行う。 

 

１－ 
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７ その他 

 (1) 事業の質と安全確保 

保険者として、研修の実施等により、特定健康診査や特定保健指導に係る事務に

従事する者の知識及び技能の向上を図るよう努める。 

 

 (2) 健康づくりへの支援 

   特定健康診査や特定保健指導の記録の保存義務期間は、記録の作成の日から最低

５年間又は被保険者が他の保険者の被保険者となった日の属する年度の翌年度の末

日までとするが、保存期間の満了後は、５年分の記録を被保険者の求めに応じて当

該被保険者に提供する等、被保険者が生涯にわたり自己の健診情報等を活用し、自

己の健康づくりに役立てるための支援を行うよう努めていく。 

 

 (3) 特定保健指導以外の保健指導の実施 

   保険者として、被保険者の健康の保持及び増進のため、特定健康診査の結果や診

療報酬明細書等の情報を活用し、特定保健指導の対象とはならないが、受診の勧奨

その他の保健指導を積極的に行う必要がある者を選定し、これらの者に対する特定

保健指導以外の保健指導の実施に努める。 

 

 (4) 他の健診との連携 

特定健康診査の実施の際には、市が介護保険法に基づき介護保険１号被保険者に

対して実施する「生活機能評価」も、同時に受診できるよう、体制整備を図る。 
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